
居宅介護支援事業所 
 
 

新しくなった介護報酬と指定基準 ＊早めの住み替えに対応するために 
 特定施設の対象は、有料老人ホーム・軽費老人ホームのみでしたが、高齢者専用賃貸住宅のうち一
定の基準を満たすものや、養護老人ホーム（→例えば ゆうあいの里）にも適応することとなりまし

た。 

利用限度額 
要支援 １・２ 介護予防サービスの 

区分支給限度額 
経過的要介護 ６５，０５０円／月 
要介護１ １６６，８９０円／月 
要介護２ １８７，２６０円／月 
要介護３ ２０７，６３０円／月 
要介護４ ２２８，０００円／月 
要介護５ ２４８，６７０円／月 

 単身や高齢者夫婦世帯が多くなり、年をとってからの不安も大きくなりました。 
「介護はまだ必要ないが、安心の為に高齢者専用の住まいに住み替えたい」と考える人たちのために

介護保険で対応できる、外部サービス型が設けられました。範囲拡大がなされたのです。 

 これまでの特定施設ではすべてのサービスを事業者の従事者が提供していましたが、今回の制度改

正で、特定施設の従事者が、「生活相談・介護サービス」の計画を立て、安否の確認などを行います。

その際の介護サービスは特定施設が外部サービス提供所と契約を交わし、利用者に合った柔軟なサー

ビスを提供します。（本告 信子） 
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基 準 
人員基準●管理者、生活

相談員、計画作成担当者、

介護職員が各１人以上い

ること（夜間を含む常時

１人以上の職員が配置で

きていることを条件に兼

務可） 
施設基準●原則個室 
運営基準●委託する介護

サービス事

業者をあら

か じ め 定

め、申請時

に 登 録 す

る。 
● 介護サービ

ス計画を基
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各事業者が

介護サービ

スを提供す

る。 
● 特定施設入
居者生活介

護事業者は

アレンジメ

ント（手配）

する。 
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介護サービス提供事業所（例）
各サービス事業所 
としての指定・監督 
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